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陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
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―
元
禄
十
四
年
の
屏
風
制
作
の
一
例
―

村
　
木
　
桂
　
子

は
じ
め
に

　

白
居
易
の
詩
「
長
恨
歌
」
は
、
平
安
時
代
に
舶
載
さ
れ
る
と
程
な
く
し
て

絵
画
化
さ
れ
、
近
代
に
至
る
ま
で
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
描
き
継
が
れ
、
日

本
絵
画
に
お
け
る
著
名
な
中
国
画
題
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
長
恨

歌
」
を
主
題
と
し
た
絵
画
は
一
般
に
長
恨
歌
図
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ま
で
、
こ
の
画
題
の
日
本
に
お
け
る
絵
画
化
の
様
相
と
享
受
の
あ
り
方
に
つ

い
て
関
心
を
持
っ
て
き
た
。

　

と
り
わ
け
近
世
に
お
け
る
長
恨
歌
図
に
関
す
る
文
献
資
料
を
調
査
す
る
な

か
で
、
薩
摩
藩
二
代
藩
主
島
津
久
光
（
一
六
一
六
～
一
六
九
五
、
在
職
一
六

三
八
～
一
六
八
七
）
の
継
室
で
あ
る
陽
和
院
（
一
六
三
八
～
一
七
一
一
）
が

江
戸
か
ら
京
の
実
家
の
兄
、
平
松
時
量
（
生
年
未
詳
～
一
七
〇
四
）
に
宛
て

た
書
状
、
す
な
わ
ち
陽
和
院
書
状
に
巡
り
会
っ
た
。
こ
の
書
状
に
は
、
元
禄

十
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
祝
言
調
度
の
一
つ
と
し
て
、「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」

の
制
作
を
京
都
で
依
頼
し
よ
う
と
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当

時
の
長
恨
歌
図
屏
風
の
受
容
者
や
用
途
お
よ
び
制
作
経
緯
の
一
例
を
明
ら
か

に
す
る
文
献
資
料
と
し
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
近
世
の

長
恨
歌
図
の
う
ち
、
制
作
年
代
や
発
注
者
お
よ
び
制
作
背
景
な
ど
が
明
ら
か

な
作
例
や
そ
れ
に
つ
い
て
記
し
た
文
献
資
料
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
学
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
こ
の
陽

和
院
書
状
が
祝
言
調
度
や
長
恨
歌
図
屏
風
制
作
な
ど
の
文
脈
で
取
り
上
げ
ら

れ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
近
世
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
為
政
者
を
玄
宗
皇
帝

に
見
立
て
て
、
そ
の
権
威
を
高
め
る
た
め
に
公
的
空
間
を
荘
厳
す
る
、
金
碧

濃
彩
の
大
画
面
障
壁
画
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
長
恨
歌
図
屏

風
が
、
な
ぜ
こ
の
元
禄
期
に
、
婚
礼
調
度
と
い
う
い
く
ぶ
ん
私
的
な
用
途
の

た
め
に
制
作
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
楊
貴
妃
の
死
と
い
う
悲
劇
的
な
内
容
を
持

つ
「
長
恨
歌
」
が
、
晴
れ
の
日
を
飾
る
祝
言
調
度
の
主
題
と
し
て
採
用
さ
れ
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た
の
か
を
、
陽
和
院
が
同
時
に
注
文
し
た
調
度
類
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
第
一
章
で
は
現
存

す
る
近
世
の
大
画
面
長
恨
歌
図
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
陽
和

院
書
状
を
め
ぐ
る
、
人
的
・
地
理
的
な
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
た
う
え
で
、

第
三
章
で
は
書
状
の
本
文
を
、
つ
づ
い
て
第
四
章
で
は
追
而
書
の
順
に
検
討

を
加
え
る
。
そ
の
結
果
、
陽
和
院
書
状
に
記
さ
れ
た
調
度
類
は
、
島
津
家
の

姫
が
公
家
の
近
衛
家
と
の
婚
礼
を
念
頭
に
お
い
て
、
王
朝
文
学
を
意
識
し
た

公
家
好
み
の
調
度
品
を
制
作
さ
せ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
お
わ
り
に
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
十
七
世
紀
末
期
の
文
化
構
造
の
変
化
が
長
恨
歌

図
の
変
容
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
に
言
及
す
る
。

一　

近
世
の
長
恨
歌
図
屏
風

　

玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
詠
っ
た
「
長
恨
歌
」
を
主
題
と
す
る
絵
画
は
、

一
般
に
長
恨
歌
図
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
現
存
す
る
作
例
は
も
っ
ぱ
ら
近
世

以
降
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
現
存
作
例
か
ら
「
長
恨
歌
」
を
め
ぐ
る

美
術
史
的
文
脈
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
長
恨
歌
」
は
、
八
〇
六
年
に
中
唐
の
詩
人
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
百
二
十
句
に
お
よ
ぶ
長
編
の
叙
事
詩
で
あ
る
。「
長
恨

歌
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
詩
文
集
『
白
氏
文
集
』
は
、
会
昌
四
年
（
八
四
四
）

に
、
蘇
州
の
南
禅
院
に
白
居
易
自
身
が
奉
納
し
た
自
筆
校
訂
本
を
、
同
時
期

に
寺
を
訪
れ
た
入
唐
僧
・
恵
萼
（
生
没
年
未
詳
）
ら
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
、

日
本
に
請
来
さ
れ
た）

（
（

。「
長
恨
歌
」
は
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
華
や
か
な
恋
愛
譚

と
一
転
す
る
悲
劇
的
な
別
離
に
続
き
、
後
半
は
楊
貴
妃
を
亡
く
し
た
玄
宗
の

深
甚
な
哀
惜
の
情
と
仙
界
で
の
幻
想
的
な
場
面
と
い
う
、
明
暗
を
対
照
的
に

捉
え
た
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
長
恨
歌
」

は
、
古
く
は
、『
源
氏
物
語
』
や
詩
歌
な
ど
の
日
本
文
学
や
、
文
献
資
料
に
み

る
「
亭
子
院
の
長
恨
歌
屏
風
」
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
絵
画
作
品
の
源
泉

と
な
り
、
近
代
に
至
る
ま
で
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

　

一
方
、
近
世
に
描
か
れ
た
長
恨
歌
図
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
お
よ

そ
二
十
点
あ
り
、
狩
野
光
信
（
一
五
六
一
あ
る
い
は
一
五
六
五
～
一
六
〇
八
）

の
伝
称
を
も
つ
フ
リ
ア
美
術
館
所
蔵
《
明
皇
・
楊
貴
妃
図
屏
風
》（
紙
本
金
地

著
色
、
各
一
七
三
・
六
糎
×
三
八
一
・
八
糎
、
図
1
）
が
代
表
的
な
も
の
で

あ
る）

（
（

。
六
曲
一
双
の
本
間
屏
風
で
、
大
画
面
に
「
長
恨
歌
」
の
詩
句
か
ら
七

場
面
を
選
ん
で
絵
画
化
し
た
、
い
わ
ば
「
長
恨
歌
」
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と

い
う
べ
き
も
の
で
、
六
曲
一
双
の
中
央
下
か
ら
反
時
計
回
り
に
場
面
を
辿
れ

ば
、
両
隻
を
と
お
し
て
物
語
が
環
流
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

楊
貴
妃
の
死
と
い
っ
た
不
吉
な
場
面
は
、
絵
画
化
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
。

御
殿
な
ど
の
格
式
の
高
い
公
的
空
間
に
、
金
碧
濃
彩
で
中
国
の
故
事
人
物
図

を
描
く
と
い
う
伝
統
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば）

（
（

、
こ
の
フ
リ
ア
本
は
、

為
政
者
の
権
威
を
称
揚
す
る
た
め
に
、
ハ
レ
の
空
間
を
飾
る
屏
風
と
し
て
制

作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
長
恨
歌
図
は
、
為
政
者
の
権
威
を
賞
賛
す
る
た
め
だ
け
に
、

描
か
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
為
政
者
の
た
め
の
勧
戒
画
と
し
て
御
殿
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図 1《明皇・楊貴妃図屏風》（伝狩野光信筆、フリア美術館蔵）

図 2　《長恨歌図屏風》（圓浄寺蔵）
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を
飾
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
圓
浄
寺
所
蔵
の
《
長
恨
歌
図
屏
風
》（
紙
本
金
地
著

色
、
六
曲
一
双
、
図
2
）
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
初
は
「
長
恨

歌
」
か
ら
数
場
面
を
選
択
し
て
い
く
つ
か
の
襖
絵
に
描
か
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
が
、
現
在
で
は
改
変
さ
れ
て
六
曲
一
双
屏
風
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
る）

（
（

。

左
隻
に
は
安
禄
山
の
反
乱
軍
が
玄
宗
の
宮
殿
に
侵
攻
す
る
様
子
を
、
右
隻
に

は
宮
殿
を
脱
出
し
た
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
逃
避
行
す
る
様
子
を
描
い
て
お
り
、

「
長
恨
歌
」
の
一
場
面
で
あ
る
玄
宗
・
楊
貴
妃
の
出
国
を
六
曲
一
双
屏
風
に
大

き
く
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
為
政
者
に
対
す
る
勧
戒
画
と
し
て
見
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
五
代
、
王
仁
裕
の
『
開
元
天
寳
遺
事
』
に
基
づ
い
て
、
玄
宗

と
楊
貴
妃
の
栄
華
の
み
を
描
く
絵
画
「
玄
宗
故
事
図
」
は
、「
長
恨
歌
図
」
と

と
も
に
、
近
世
初
期
の
上
層
武
家
に
と
っ
て
、
理
想
的
な
生
活
様
態
を
描
い

た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
御
殿
や
城
郭
を
飾
る
絵
画
の
格
好
の
画
題
と
な

っ
た
と
い
う）

（
（

。

　

そ
れ
で
は
、
現
存
作
例
が
残
っ
て
い
な
い
古
代
・
中
世
の
作
例
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
概
略
を
文
献
資
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ

と
と
す
る
。
文
献
資
料
に
残
る
「
長
恨
歌
図
」
の
嚆
矢
は
宇
多
天
皇
（
八
六

七
～
九
三
一
、
在
位
八
八
七
～
八
九
七
）
の
命
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
「
亭

子
院
の
長
恨
歌
屏
風
」
で
、「
長
恨
歌
」
に
詠
わ
れ
た
情
景
を
描
き
、
さ
ら
に

そ
の
絵
の
情
景
を
伊
勢
な
ど
の
宮
廷
歌
人
に
詠
ま
せ
た
屏
風
歌
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る）

（
（

。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
と
離
別
の

情
景
を
、
秋
草
、
紅
葉
、
蛍
、
雲
、
波
路
と
い
う
、
平
安
貴
族
の
情
趣
に
深

く
訴
え
か
け
る
景
物
を
選
択
し
た
も
の
で
、「
長
恨
歌
」
の
テ
ー
マ
で
あ
る
悲

愁
や
哀
惜
な
ど
の
文
学
的
情
趣
を
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ

た
相
違
な
い
。

　

一
方
、
信
西
入
道
（
藤
原
通
憲
、
一
一
〇
六
～
一
一
五
九
）
が
後
白
河
法

皇
（
一
一
二
七
～
一
一
九
二
、
在
位
一
一
五
五
～
五
八
）
に
進
覧
す
る
た
め

に
制
作
し
た
絵
巻
「
玄
宗
皇
帝
絵
」
は
、
玄
宗
の
失
政
の
様
子
を
重
点
的
に

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
為
政
者
に
対
す
る
勧
戒
画
と
し
て
用
い
ら
れ
た
記
録

も
あ
る）

（
（二　

陽
和
院
書
状
を
め
ぐ
る
人
的
・
地
理
的
状
況

　

陽
和
院
書
状
は
、
猪
熊
信
男
氏
に
よ
っ
て
収
集
、
分
類
さ
れ
、
現
在
、
広

島
大
学
猪
熊
文
書
の
堂
上
文
書
（
其
二
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
こ
の
書
状

は
、
追
而
書
部
分
に
「
十
四
日
御
し
ろ
の
事
め
つ
ら
し
き
こ
と
、
き
ら
殿
人

か
わ
ろ
く
申
候
事
に
て
御
さ
候
」
と
記
さ
れ
た
一
文
が
、
元
禄
十
四
年
（
一

七
〇
一
年
）
三
月
十
四
日
、
江
戸
城
松
之
廊
下
に
お
い
て
浅
野
内
匠
頭
が
吉

良
上
野
介
へ
の
刃
傷
沙
汰
に
及
ん
だ
、
い
わ
ゆ
る
赤
穂
事
件
の
発
端
を
記
し

た
、
事
件
後
間
も
な
い
頃
の
評
判
を
記
し
た
資
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る）
（
（

。
と
は
い
え
、
こ
れ
以
外
の
本
文
、
追
而
書
の
内
容
は
赤
穂
事
件
と
は
全

く
無
関
係
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
京
で
誂
え
る
調
度
品
に
つ
い
て
の
依
頼

お
よ
び
相
談
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
、
第
四
章
で
後
述
す
る
こ

と
と
す
る
。

　

こ
の
書
状
の
形
状
は
、
竪
紙
の
料
紙
を
横
に
二
つ
に
折
り
、
上
下
二
段
に
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分
け
て
流
麗
な
か
な
文
字
で
綴
ら
れ
た
折
紙
で
、
上
段
の
右
端
か
ら
六
、
七

糎
開
け
た
と
こ
ろ
か
ら
本
文
が
書
き
始
め
ら
れ
、
下
段
に
移
り
末
尾
で
本
文

が
終
わ
る
。
つ
ぎ
に
上
段
に
戻
り
、
本
文
と
本
文
の
行
間
に
二
、
三
文
字
下

げ
て
追
伸
に
あ
た
る
追
而
書
が
始
ま
り
、
本
文
と
同
様
に
下
段
に
移
り
、
そ

れ
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
通
常
余
白
と
し
て
残
す
上
段
右
端
の
冒
頭
に
も
文
字

を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
追
而
書
が
本
文
を
越
え
る
程
の
分
量
を
占

め
、
間
隙
な
く
文
字
で
埋
め
尽
く
し
た
書
状
か
ら
は
、
単
な
る
儀
礼
的
な
も

の
で
は
な
く
、
差
出
人
は
限
ら
れ
た
紙
面
に
、
受
取
人
に
対
し
て
い
か
に
円

滑
に
意
志
疎
通
を
図
ろ
う
と
尽
力
し
て
い
た
か
が
伺
い
知
れ
る
。

　

文
末
を
み
る
と
、
宛
先
に
は
、「
入
道
殿
」、
差
出
人
に
は
「
陽
和
院
」
と

記
し
て
あ
る
。
こ
の
入
道
殿
、
陽
和
院
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
の
か
を
図
3
の
系
図
で
確
認
し
て
み
た
い
。
図
3
に
は
、
左
側

に
公
家
の
西
洞
院
家
を
、
右
側
に
武
家
の
島
津
家
の
系
図
を
記
し
て
い
る
。

公
家
の
西
洞
院
家
は
、
近
衛
家
の
門
葉
で
家
礼
を
務
め
た
家
柄
で
、
朝
廷
の

記
録
を
記
し
「
日
記
の
家
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
桃
山
時
代
か
ら
江

戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
公
卿
西
洞
院
時
慶
（
一
五
五
二
～
一
六
四
〇
）
に

は
四
人
の
子
息
が
お
り
、
次
男
以
下
、
平
松
家
、
長
谷
家
、
交
野
家
と
そ
れ

ぞ
れ
一
家
を
興
す
が
、
時
慶
の
末
子
で
交
野
時
貞
の
女
が
こ
の
書
状
の
差
出

人
に
あ
た
る
陽
和
院
で
あ
る
。
陽
和
院
と
は
、
夫
と
死
別
し
落
飾
し
た
際
の

名
称
と
思
わ
れ
る
が
、
俗
名
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
論
で
は
陽
和
院

と
い
う
名
称
で
統
一
す
る
。
陽
和
院
の
父
交
野
時
貞
は
、
後
水
尾
院
（
一
五

九
六
～
一
六
八
〇
、
在
位
一
六
一
一
～
一
六
二
九
）
の
院
参
衆
と
し
て
仕
え
、

図 3　陽和院書状をめぐる人物

仙
洞
御
所
を
は
じ
め
後
水
尾
院
の
別
邸
で
催
さ
れ
た
和
漢
聯
句
、
双
六
、
将

棋
、
舞
踏
な
ど
の
興
じ
た
後
水
尾
院
の
文
化
サ
ロ
ン
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一

人
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
の
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
、
勧
修
寺
家
出
身
の
相
国
寺
の
僧
で
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あ
る
鳳
林
承
章
が
記
し
た
『
隔
蓂
記
』
に
は
、
時
貞
の
名
が
し
ば
し
ば
登
場

す
る
。

　

時
貞
の
女
で
あ
る
陽
和
院
に
つ
い
て
は
、「
平
松
家
家
伝
」
お
よ
び
「
交
野

家
家
伝
」
な
ど
に
よ
る
と
、
そ
の
時
期
は
不
明
な
が
ら
、
父
の
兄
で
あ
る
平

松
時
庸
（
一
五
九
九
～
一
六
五
四
）
の
養
女
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
後
水

尾
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
後
光
明
天
皇
に
掌
侍
と
し
て
仕
え
、
辨
内
侍
と
名
乗

っ
て
い
た
こ
と
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）、
天
皇
の
薨
去
ま
で
出
仕
し
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
余
談
で
は
あ
る
が
、
陽
和
院
の
妹
も
後
水

尾
天
皇
の
女
房
「
山
の
井
」
と
し
て
仕
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
陽
和
院

は
実
父
、
妹
と
と
も
に
、
公
私
に
わ
た
っ
て
後
水
尾
院
が
牽
引
し
た
王
朝
文

化
を
享
受
し
、
か
つ
継
承
し
て
い
た
宮
廷
文
化
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
陽
和
院
の
婚
礼
に
つ
い
て
は
、「
近
衛
家
日
記
」
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
二
月
十
六
日
条
に
「（
前
略
）
夜
入
可
心
ゟ
呼
來
參
、
侍
衆
之

儀
可
申
上
之
由
、
息
女
松
平
大
隅
守
へ
被
爲
參
ニ
付
被
下
爲
也
」
と
記
さ
れ
、

交
野
可
心
（
時
貞
）
の
息
女
、
す
な
わ
ち
陽
和
院
が
松
平
大
隅
守
（
薩
摩
藩

第
二
代
藩
主　

島
津
光
久
）
に
嫁
ぐ
た
め
に
江
戸
に
下
向
す
る
こ
と
が
決
定

し
た
こ
と
が
、
当
主
の
近
衛
基
煕
（
一
六
四
八
～
一
七
二
二
）
に
報
告
さ
れ

て
い
る）

（1
（

。
さ
ら
に
、
同
月
晦
日
条
で
は
「
可
心
息
女
江
戸
下
向
ニ
付
、
一
門

中
今
晩
有
振
舞
」
と
あ
り
、
江
戸
に
下
向
す
る
に
あ
た
っ
て
、
近
衛
家
一
門

で
饗
応
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
三
月
六
日
条
で
は
、「
可
心
息
女
松
平
大
隅
守
室

之
約
束
に
て
關
東
發
足
、
自
御
家
門
、
爲
送
木
工
助
大
津
迄
被
遣
」
と
あ
り
、

陽
和
院
は
島
津
光
久
の
正
室
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
た
め
、
養
家
の
平
松

家
か
ら
関
東
に
出
発
し
、
そ
の
際
に
近
衛
家
の
家
司
で
あ
る
木
工
助
が
大
津

ま
で
見
送
り
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る）

（3
（

。
こ
の
時
、
養
父
で
伯
父
の
平

松
時
庸
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
平
松
家
の
当
主
は
義
兄
の
時
量
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
島
津
光
久
の
正
室
で
あ
っ
た
伊
勢
貞
豊
の
女
は
万
治
元
年
（
一

六
五
八
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
陽
和
院
は
継
室
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
の
島
津
家
の
正
室
の
出
自
は
、
島

津
家
の
家
臣
筋
や
近
郷
の
武
士
の
女
な
ど
で
あ
り
、
高
位
の
武
家
、
ま
し
て

や
公
家
と
の
縁
組
み
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
陽
和
院
と
の
婚
姻
は
、
島

津
家
に
と
っ
て
は
、
最
初
の
公
家
出
身
の
正
室
で
あ
る
こ
と
、
な
お
か
つ
、

宮
仕
え
の
経
験
が
あ
り
、
近
衛
家
の
後
ろ
盾
を
持
つ
公
家
の
女
性
を
、
正
室

と
し
て
娶
る
も
の
で
、
外
様
大
名
で
あ
る
島
津
家
が
家
格
を
上
昇
さ
せ
る
方

策
と
し
て
、
計
り
知
れ
な
い
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

結
論
を
先
に
言
え
ば
、
陽
和
院
の
義
兄
で
あ
る
平
松
時
量
が
書
状
の
宛
先

で
あ
る
入
道
殿
で
あ
る
。
時
量
は
元
禄
十
四
年
二
月
に
落
飾
し
て
嘨
月
と
号

し
、
四
月
二
十
八
日
付
で
家
督
を
子
息
の
時
方
に
譲
り
、
そ
れ
以
降
の
文
書

類
で
は
、「
入
道
殿
」
も
し
く
は
「
平
松
入
道
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う）

（1
（

。

　

前
述
し
た
と
お
り
、
こ
の
書
状
は
、
江
戸
高
輪
に
あ
っ
た
薩
摩
藩
の
下
屋

敷
に
住
む
島
津
光
久
の
継
室
・
陽
和
院
（
六
四
歳
）
か
ら
、
京
都
に
住
む
義

兄
、
入
道
殿
こ
と
平
松
時
量
（
七
五
歳
）
宛
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
、
手
紙
が
認
め
ら
れ
た
時
期
は
、
本
文
冒
頭
で
四
月
九
日
付
の
入
道
殿
か

ら
の
書
状
に
対
し
て
礼
を
述
べ
て
い
る
こ
と
、
追
而
書
で
自
身
が
四
月
十
三

日
付
で
差
し
出
し
た
書
状
の
返
信
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

四
七

る
こ
と
、
江
戸
か
ら
京
都
ま
で
の
公
式
文
書
は
通
常
五
日
間
か
か
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
元
禄
十
四
年
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上

旬
頃
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
時
期
、
陽
和
院
の
夫
で
あ
る

二
代
藩
主
島
津
光
久
は
、
書
状
の
中
で
「
寛
容
院
殿
」
と
称
さ
れ
、
そ
の
息

子
綱
久
と
と
も
に
既
に
他
界
し
て
お
り
、「
薩
摩
守
」
こ
と
三
代
藩
主
島
津
綱

貴
お
よ
び
そ
の
子
息
で
「
修
理
太
夫
」
こ
と
島
津
吉
貴
の
時
代
で
あ
る
。
二

代
藩
主
光
久
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
孫
の
綱
貴
に
藩
主
を
譲
り
、

隠
居
と
な
っ
て
鹿
児
島
で
余
生
を
送
る
が
、
陽
和
院
は
同
行
せ
ず
変
わ
ら
ず

高
輪
屋
敷
で
の
生
活
を
送
っ
て
い
た）

（1
（

。
お
そ
ら
く
、
若
い
藩
主
に
と
っ
て
、

陽
和
院
は
有
職
故
実
な
ど
の
儀
式
典
礼
や
古
典
の
教
養
な
ど
を
助
言
す
る
指

南
役
的
立
場
と
し
て
、
か
な
り
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
陽
和
院
書
状
は
、
元
禄
十
四
年
四
月
か
ら
五
月
上
旬

頃
に
、
島
津
光
久
の
未
亡
人
で
、
公
家
出
身
の
陽
和
院
が
、
江
戸
高
輪
の
薩

摩
藩
下
屋
敷
か
ら
京
都
の
義
兄
（
実
際
は
従
兄
弟
に
あ
た
る
）
平
松
時
量
に

宛
て
た
も
の
で
あ
り
、
文
中
か
ら
は
、
こ
の
時
期
に
高
齢
で
あ
る
双
方
が
頻

繁
に
書
状
の
や
り
取
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

三　

陽
和
院
書
状
の
本
文
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
書
状
の
本
文
に
記
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い

き
た
い
。
冒
頭
で
は
、
入
道
か
ら
届
い
た
書
状
の
礼
を
述
べ
た
上
で
、
一
つ

書
き
で
下
記
の
と
お
り
五
件
の
用
件
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
を
掻
い

摘
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
一
件
目
で
は
絵
巻
物
を
、
二
件
目
で
は
『
古
今
和
歌

集
』
や
『
伊
勢
物
語
』
を
、
四
件
目
で
は
硯
を
調
達
す
る
よ
う
に
兄
に
依
頼

す
る
も
の
で
、
さ
ら
に
三
件
目
で
は
、
こ
の
他
に
も
姫
の
た
め
に
必
要
と
思

わ
れ
る
婚
礼
調
度
リ
ス
ト
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
依
頼

に
対
す
る
返
事
を
求
め
る
内
容
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

一　

ま
き
さ
う
し
三
色
の
事
と
か
く
よ
き
や
う
ニ
た
の
ミ
上
候
、

一　

古
今
い
せ
物
か
た
り
の
事
御
さ
い
か
く
あ
そ
ハ
し
候
ハ
ん
よ
し
、

よ
き
や
う
ニ
た
の
ミ
上
候
、

一　

わ
た
く
し
よ
り
申
出
候
道
く
の
書
付
、
こ
ん
と
の
ほ
り
申
候
よ
し

う
け
給
候
、
御
ま
へ
さ
ま
へ
う
か
ゝ
い
申
候
様
ニ
と
申
ま
い
り
候

よ
し
う
け
給
候
、
な
い
〳
〵
も
申
候
こ
と
く
、
と
う
ふ
ん
入
候
ハ

て
と
も
、
の
ち
〳
〵
ひ
め
君
御
た
ん
し
や
う
御
さ
侯
ヘ
ハ
、
道
く

ハ
く
さ
り
候
ハ
ぬ
物
、
入
事
御
さ
候
ハ
ん
と
か
ん
か
へ
候
て
申
つ

け
候
、
そ
こ
も
と
へ
御
め
に
か
け
候
ハ
ん
ま
ゝ
、
そ
の
御
心
得
あ

そ
ハ
し
候
へ
く
候
、
兩
人
の
う
な
つ
き
あ
い
に
て
、
近
衛
さ
ま
此

は
う
の
く
わ
い
分
も
う
し
な
い
申
候
事
と
、
に
く
さ
に
て
御
さ
候
、

一　

す
ゝ
り
ふ
た
な
し
ち
ま
き
へ
〔
く
ろ
〕、
十
五
つ
ゝ
ふ
た
い
ろ
に
て

三
十
出
き
候
て
よ
く
候
ハ
ん
よ
し
、
す
な
ハ
ち
そ
の
と
お
り
市
正

へ
申
つ
け
、
ま
き
ゑ
も
よ
き
や
う
ニ
う
か
ゝ
い
申
候
様
ニ
と
申
つ

け
候
ま
ゝ
、
よ
き
や
う
ニ
た
の
ミ
上
候
、
仰
く
た
さ
れ
候
色
外
へ

出
候
物
に
候
ま
ゝ
、
け
つ
か
う
ニ
と
申
出
候
、
本
け
つ
こ
う
な
る

を
御
ミ
せ
あ
そ
ハ
し
く
た
さ
れ
候
へ
く
候
、
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一　

同
御
日
付
に
て
そ
へ
書
進
上
申
候
、
御
返
事
く
た
さ
れ
、
か
た
し

け
な
く
候
、
主
水
手
か
ミ
市
正
文
御
め
に
か
け
候
、
御
ら
ん
あ
そ

ハ
し
御
お
と
ろ
き
あ
そ
ハ
し
候
よ
し
、
御
も
つ
と
も
さ
や
う
ニ
御

さ
傑
へ
く
候
、
は
ふ
さ
ま
へ
御
め
に
か
け
ら
れ
た
く
思
し
め
し
候

へ
と
も
、
ま
つ
御
ひ
か
へ
あ
そ
ハ
し
候
よ
し
、
わ
た
く
し
よ
り
か

り
〳
〵
し
か
り
候
て
そ
と
御
め
に
か
け
申
候
と
仰
事
候
、
成
程
お

く
ら
へ
候
て
ハ
く
る
し
か
る
ま
し
く
候
や
、

�

　
　
（
人
名
に
傍
線
を
付
し
た
）

　

ま
ず
、
具
体
的
に
調
度
類
を
依
頼
し
て
い
る
一
、
二
、
四
件
目
を
順
に
確

認
し
、
陽
和
院
は
、
ど
の
よ
う
な
調
度
を
制
作
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か

を
確
認
し
た
い
。

　

一
件
目
の
「
ま
き
さ
う
し
三
色
」
に
つ
い
て
は
、
絵
巻
物
を
三
種
類
ほ
ど

適
当
な
物
を
見
繕
っ
て
欲
し
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
物
語
名
や
絵
師
に

つ
い
て
の
具
体
的
な
注
文
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
文
を
見
る
限
り
、
レ

デ
ィ
メ
イ
ド
で
あ
っ
て
も
特
に
こ
だ
わ
り
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
二
件
目
の
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
に
関
し
て
は
、

「
御
さ
い
か
く
あ
そ
ハ
し
候
ハ
ん
よ
し
」
と
、
王
朝
の
古
典
に
通
暁
し
て
い
た

義
兄
の
眼
鏡
に
適
っ
た
、
特
に
良
い
も
の
を
選
択
し
て
欲
し
い
と
依
頼
し
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、『
古
今
和
歌
集
』、『
伊
勢
物
語
』
と
一
概

に
言
っ
て
も
、
書
籍
で
あ
れ
ば
、
写
本
、
版
本
、
ま
た
は
画
帖
、
カ
ル
タ
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
・
種
類
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
陽
和
院
が
依
頼
し
た

も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の

状
況
を
鑑
み
る
と
、
当
代
に
書
写

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
王
朝
文

化
の
継
承
者
が
所
持
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
書
籍
で
あ
っ
た
と
見
る
べ

き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
二
条
為
明

が
書
写
し
た
『
古
今
和
歌
集
』（
重

要
文
化
財
、
東
京
国
立
博
物
館
所

蔵
、
図
4
）の
よ
う
に
、
貞
応
二
年

（
一
二
二
三
）
七
月
二
十
二
日
の

藤
原
定
家
の
本
奥
書
に
加
え
て
、

さ
ら
に
末
尾
に
元
亨
四
年
（
一
三

二
四
）
四
月
に
二
条
為
世
、
二
条

為
定
ら
の
伝
授
奥
書
を
記
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
定
家
以
来
の
古
今
伝

授
の
流
れ
が
確
認
で
き
る
、
非
常

に
由
緒
あ
る
写
本
や
、
も
し
く
は
、
著
名
な
能
筆
家
の
手
に
な
る
写
本
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
書
状
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
陽
和
院
が
、
婚
礼
の
調
度
本
と

し
て
定
番
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
で
は
な
く
、『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物

語
』
を
組
み
合
わ
せ
て
依
頼
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
時
代
は
降

る
が
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
養
女
、
徳
川
竹
姫
の
婚
礼
調
度
目
録
が
手
掛
か
り

図 4　二条為明筆『古今和歌集』（東京国立博物館蔵）



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

四
九

に
な
る
だ
ろ
う
。
公
家
の
清
閑
寺
家
出
身
で
五
代
将
軍
綱
吉
の
養
女
と
し
て

江
戸
に
下
向
し
た
竹
姫
は
、
二
度
も
婚
約
者
に
先
立
た
れ
る
不
幸
に
見
舞
わ

れ
た
人
物
で
、『
徳
川
実
記
』
の
「
有
徳
院
殿
御
実
記
」
巻
十
九
の
享
保
十
四

年
（
一
七
二
九
）
六
月
条
に
よ
れ
ば
、
二
十
六
歳
の
時
、
八
代
将
軍
吉
宗
の

計
ら
い
で
、
薩
摩
藩
五
代
藩
主
島
津
継
豊
（
一
七
〇
二
～
一
七
六
〇
）
の
継

室
と
し
て
嫁
ぐ
こ
と
が
決
定
し
、
そ
の
際
に
、
将
軍
か
ら
諸
大
名
に
対
し
て

竹
姫
の
婚
礼
調
度
を
献
上
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
北
條
秀
雄
氏
が
昭

和
四
十
六
年
に
紹
介
さ
れ
た
『
徳
川
竹
姫
婚
礼
調
度
献
上
目
録
』
は
、
岐
阜

県
高
山
市
の
円
徳
寺
に
伝
わ
る
も
の
で
、
道
具
類
の
内
容
が
詳
細
に
記
さ
れ

た
目
録
と
し
て
大
変
珍
し
い
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
質
素

倹
約
令
に
反
し
て
、
二
百
七
十
余
名
の
大
名
が
多
種
多
様
な
豪
華
な
調
度
を

献
上
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
羽
二
重
、
縮
緬
、
綿
な
ど
の
消

耗
品
や
葛
籠
、
行
器
、
重
箱
な
ど
の
実
用
品
を
別
に
す
る
と
、
道
具
類
、
書

籍
類
で
重
複
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、『
徳
川
竹
姫
婚
礼
調
度
献
上
目
録
』
で
は
嫁
入
本
と
し
て
ど
の

よ
う
な
書
籍
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
目
録
か
ら
書
籍
類
を

抽
出
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）

（1
（

。

一
、
源
氏　

一
部　

狭
衣　

一
部

　
　

二
品
共
に
箱
黒
塗
村
梨
子
地
御
紋
ち
ら
し
中
高
蒔

�

有
馬
中
務
大
輔

一
、
東
鑑　

一
部

　
　

筥
黒
塗
村
梨
子
地
御
紋
ち
ら
し
中
高
蒔
絵�

松
平
隠
岐
守

一
、
廿
一
代
集　

一
部

　
　

箱
黒
塗
村
梨
子
地
御
紋
ち
ら
し
中
高
蒔
絵�

松
平
丹
波
守

一
、
盛
衰
記　

一
部

　
　

箱
黒
塗
村
梨
子
地
御
紋
中
高
蒔
絵�

中
川
内
膳
正

一
、
栄
花
物
語　

一
部�

黒
田
甲
斐
守

一
、
太
平
記　

箱
入

　
　

箱
黒
塗
村
梨
子
地
御
紋
中
高
蒔
絵�

鍋
島
加
賀
守

一
、
曾
我
物
語　

一
部

　
　

箱
入
蒔
絵
な
し
地
黒
ぬ
り
御
紋
ち
ら
し�

毛
利
甲
斐
守

一
、
歌
か
る
た

　
　

箱
黒
塗
村
な
し
地
中
高
蒔
絵
若
竹
之
模
様�

大
久
保
長
門
守

一
、
つ
れ
づ
れ
草　

一
部　

百
人
首

　
　

両
品
共
箱
黒
ぬ
り
村
梨
子
地
御
紋
中
高
蒔
絵�

酒
井
隠
岐
守

一
、
伊
勢
物
語　

一
部　

古
今
集　

一
部

　
　

二
品
共
箱
黒
ぬ
り
村
梨
地
御
紋
中
高
蒔
絵�

仙
石
丹
波
守

　

改
め
て
こ
の
『
献
上
目
録
』
に
記
さ
れ
た
嫁
入
本
を
見
る
と
、『
源
氏
物

語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
と
い
っ
た
王
朝
物
語
や
藤
原
道
長
を
讃
仰
す
る
『
栄

花
物
語
』、
あ
る
い
は
『
徒
然
草
』
や
『
百
人
一
首
』
な
ど
、
公
家
に
親
し
ま

れ
た
王
朝
古
典
文
学
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
は
、『
東
鑑
』、『
太
平
記
』、

『
曾
我
物
語
』
と
い
っ
た
武
家
好
み
の
書
籍
も
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ



五
〇

ら
の
書
籍
類
は
、
い
か
に
も
徳
川
将
軍
家
と
薩
摩
藩
島
津
家
と
い
う
武
家
同

士
の
婚
礼
道
具
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
目
を
引
く
。
と
い
う
の
も
、
北

條
秀
雄
氏
は
、
五
歳
で
五
代
将
軍
綱
吉
の
養
女
と
な
っ
た
竹
姫
が
婚
礼
前
に

大
名
か
ら
献
上
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
公
家
と
の
贈
答
で
入
手
し
た
書
籍
類
に

つ
い
て
、「
古
今
集
、
伊
勢
物
語
、
詞
華
集
、
百
首
和
歌
が
み
え
て
、
文
学
書

が
贈
答
本
の
主
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
」
と
言
い
、
そ
れ
ら
は
「
名
の
あ

る
公
卿
の
手
跡
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
料
紙
、
金
銀
の
砂
子
、
雲
母
を
散
ら
し

た
色
紙
、
豪
華
な
或
い
は
エ
レ
ガ
ン
ト
な
下
絵
の
数
々
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、

そ
れ
ら
を
収
め
る
金
蒔
絵
の
箱
と
い
っ
た
工
合
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
贅
を
凝
ら
し
た
装
幀
の
王
朝
古
典
文
学
と
い
っ
た
、
い
か
に
も
公

家
出
身
の
姫
の
嗜
好
に
適
っ
た
書
籍
が
贈
答
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
武
家
関
係

の
書
籍
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
将
軍
の
息
女
と
し
て

は
、
古
典
文
学
の
教
養
は
重
視
さ
れ
て
も
、
武
家
の
嗜
み
は
看
過
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
武
家
に
嫁
ぐ
際
に
は
、『
太
平
記
』『
曾
我
物
語
』

な
ど
の
軍
記
物
語
は
嫁
入
本
と
し
て
必
須
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
書
籍
の
ジ
ャ
ン
ル
は
多
岐
に
わ
た
り
、
贈
り
主
も
す

べ
て
異
な
っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
書
箱
の
意
匠
は
、「
黒
塗
り
村
梨
地
御

紋
ち
ら
し
中
高
蒔
絵
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
諸
大
名
が
あ
ら
か
じ
め
献
上
す
る
道
具
の
担
当
を
相
談
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
道
具
に
相
当
す
る
金
額
を
幕
府
に
納
め
、
幕
府
御
用
達
の
工
房
で
一
括

し
て
誂
え
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
上
記
の
抽
出
リ
ス
ト

の
最
後
尾
に
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

異
な
る
二
種
を
一
組
と
し
た
点
が
特
筆
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
朝
文
化

の
復
興
を
標
榜
し
て
き
た
後
水
尾
院
は
、
自
ら
の
文
化
サ
ロ
ン
に
お
い
て
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
学
の
奥
義
を
相
伝
す
る
「
古
今
伝
授
」
の
前
段
階
の
階

梯
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
を
位
置
づ
け
て
い
た
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。「
古

今
伝
授
」
は
、
室
町
時
代
以
降
、
東
常
縁
、
宗
祇
、
三
条
西
実
隆
、
細
川
幽

斎
、
八
条
宮
智
仁
親
王
を
経
て
後
水
尾
院
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
歴
代
天

皇
や
上
層
公
家
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
御
所
伝
授
の
系
統
は
、「
古
今
伝
授
」

の
中
で
も
最
も
権
威
の
あ
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
と
く
に
、
後
水

尾
院
に
よ
っ
て
御
所
伝
授
を
受
け
た
公
卿
達
は
、
名
誉
な
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
当
代
一
流
の
教
養
人
と
し
て
見
做
さ
れ
た
。
先
に
述
べ
た
『
伊
勢

物
語
』と『
古
今
和
歌
集
』

の
伝
授
の
あ
り
よ
う
に
つ

い
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部

所
蔵
の
岩
倉
具
起
の
聞
書

と
さ
れ
る
本
を
は
じ
め
、

奈
良
女
子
大
学
学
術
情
報

セ
ン
タ
ー
所
蔵
『
伊
勢
物

語
御
抄
』（
図
5
）、
狩
野

文
庫
所
蔵
『
伊
勢
物
語
御

抄
』
な
ど
、
後
水
尾
院
が

行
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
講

図 5　『伊勢物語御抄　天』部分
（奈良女子大学学術情報センター所蔵）



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

五
一

釈
の
聞
書
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る）

13
（

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
暦
二
年
（
一
六
五

六
）
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
後
水
尾
院
に
よ
る
『
伊
勢
物
語
』
講
釈
を
聴

講
し
た
八
名
の
う
ち
、
妙
法
院
尭
然
親
王
、
聖
護
院
道
晃
親
王
、
飛
鳥
井
雅

章
、
岩
倉
具
起
の
四
名
が
、
翌
明
暦
三
年
二
月
に
「
古
今
伝
授
」
の
相
伝
を

受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
中
院
通
茂
、
烏
丸
資

慶
、
日
野
弘
資
が
伝
授
を
受
け
、
残
る
一
人
の
白
川
雅
喬
は
伝
授
を
許
さ
れ

た
も
の
の
辞
退
し
た
と
い
う）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
後
水
尾
院
の
伝
授
の
あ
り
方
を
鑑
み
る
と
、
江
戸
時
代
前
期

に
お
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
は
不
可
分
の
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
陽
和
院
書
状
に
あ
る
「
古

今
和
歌
集
と
伊
勢
物
語
」
に
つ
い
て
も
、
竹
姫
と
同
様
に
二
種
一
組
の
嫁
入

本
と
し
て
誂
え
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
再
び
陽
和
院
書
状
の
四
件
目
に
戻
る
と
、「
す
ゝ
り
ふ
た
な
し

ち
ま
き
へ
〔
く
ろ
〕、
十
五
つ
ゝ
ふ
た
い
ろ
に
て
三
十
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蓋

の
な
い
硯
で
、
黒
地
に
蒔
絵
を
施
し
た
も
の
を
十
五
ず
つ
二
組
で
三
十
枚
と
、

重
硯
を
発
注
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
大
名
の
婚
礼
調
度
な
ど
で
現
存
す

る
重
硯
を
み
る
と
、
図
6
の
よ
う
に
五
枚
組
の
も
の
、
あ
る
い
は
十
枚
組
の

も
の
が
一
般
的
で
、
三
十
枚
の
重
硯
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
。
で
は
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
も
の
が
注
文
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
十
人
の
連
衆
が
集
う

会
と
言
え
ば
、
歌
会
、
連
歌
の
会
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。
果
た
し
て
、
寛
永

三
年
（
一
六
二
六
）
九
月
、
後
水
尾
天
皇
が
二
条
城
の
徳
川
秀
忠
、
家
光
の

も
と
に
行
幸
し
た
と
き
の
記
録
で
あ
る
『
寛
永
行
幸
記
』
中
巻
に
よ
る
と
、

将
軍
か
ら
天
皇
へ
、
砂
金
や
沈
香
な
ど
の
高
価
な
贈
答
品
と
と
も
に
以
下
の

よ
う
な
文
言
が
確
認
で
き
る）

11
（

。

御
遣
物
之
覚　

将
軍
様
よ
り
上
分
（
中
略
）

　
　

御
哥
の
く
わ
い
の
と
き
の

御
重
す
ゝ
り
高
ま
き
ゑ
な
し
地
金
か
な
給
ひ
卅
分

一　

御
す
ゝ
り
ふ
ん
た
い　
　
　
　
　
　
　

以
上

行
幸
の
夜
、
公
卿
達
が
催
す
歌
会
の
た
め
に
、
将
軍
か
ら
梨
地
に
高
蒔
絵
を

施
し
た
三
十
枚
の
重
硯
が
贈
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

陽
和
院
書
状
に
み
る
三
十
枚
の
硯
も
、
歌
会
に
特
有
の
も
の
で
、
公
的
、
私

的
な
歌
会
が
日
常
的
に
催
行

さ
れ
て
い
た
公
家
社
会
に
と

っ
て
は
、
こ
れ
ら
は
必
要
か

つ
重
要
な
道
具
で
あ
っ
た
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　

最
後
に
注
目
す
べ
き
こ
と

は
、
本
文
の
三
件
目
で
、
陽

和
院
は
入
道
殿
に
道
具
の
目

録
を
送
り
、「
な
い
〳
〵
も
申

候
こ
と
く
、
と
う
ふ
ん
入
候

ハ
て
と
も
、
の
ち
〳
〵
ひ
め

図 6　桐唐草梶葉紋蒔絵重硯箱
（松浦史料博物館蔵）



五
二

君
御
た
ん
し
や
う
御
さ
侯
ヘ
ハ
、
道
く
ハ
く
さ
り
候
ハ
ぬ
物
、
入
事
御
さ
候
ハ

ん
と
か
ん
か
へ
候
て
申
つ
け
候
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

陽
和
院
は
、
こ
の
道
具
類
は
当
分
必
要
が
な
く
て
も
、
い
ず
れ
姫
君
が
ご
誕
生

に
な
り
、
輿
入
れ
の
際
に
婚
礼
調
度
が
必
要
に
な
る
た
め
、
道
具
は
腐
ら
な
い

も
の
だ
か
ら
、
内
々
に
準
備
を
進
め
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
文
言
は
、
陽
和
院
が
島
津
家
の
孫
世
代
あ
る
い
は
曽
孫
世
代
の
人
物

の
婚
礼
準
備
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
将
軍
家

や
御
三
家
の
姫
君
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
陽
和
院
が
嫁
ぐ
ま
で
、
公
家
や
有
力

大
名
と
の
姻
戚
関
係
が
な
か
っ
た
島
津
家
に
と
っ
て
、
ま
だ
誕
生
し
て
も
い

な
い
姫
君
の
た
め
に
婚
礼
調
度
を
準
備
す
る
と
い
う
点
に
不
自
然
な
感
が
あ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
、「
御
家
譜
」
な
ど
で
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇

一
）
か
ら
陽
和
院
の
没
年
で
あ
る
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
ま
で
に
誕
生
し

た
女
子
を
確
認
し
て
み
る
と
、
五
名
が
該
当
す
る
が
、
そ
の
嫁
ぎ
先
は
、
い

ず
れ
も
鹿
児
島
の
島
津
家
の
分
家
や
家
来
筋
で
あ
っ
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
書
状
で
制
作
さ
れ
た
調
度
類
が
実
際
に
こ
れ
ら
の
嫁
ぎ
先
に
対
し
て
持
参

さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
誰
と
誰
の
縁
組
を
想
定
し
た
調
度
類
な
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
貴
族
階
級
の
娘
は
十
歳
前
後
か
ら
十
四
、
五
歳
く
ら
い
で
結
婚
し
、

な
か
に
は
四
、
五
歳
の
幼
女
す
ら
珍
し
く
な
い
こ
と
か
ら）

11
（

、「
こ
れ
か
ら
生
ま

れ
て
く
る
姫
」
と
い
う
条
件
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
の
、
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇
一
）
当
時
、
既
に
成
長
し
て
い
た
姫
に
目
を
向
け
る
と
、
最
も
可
能

性
の
高
い
人
物
が
、
当
時
十
二
歳
で
あ
っ
た
藩
主
島
津
綱
貴
の
女
亀
姫
で
あ

る
（
図
7
）。
書
状
の
な
か
で
関
白
様
と
記
さ
れ
る
近
衛
基
煕
の
日
記
「
基
煕

公
日
記
」
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
正
月
二
十
七
日
条
で
は
、
亀
姫
が
近

衛
家
久
に
嫁
ぐ
こ
と
が
決
定
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
陽
和
院
書
状
が
認

図 7　陽和院書状にみる近衛家と島津家



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

五
三

め
ら
れ
た
時
期
は
元
禄
十
四
年
四
月
か
ら
五
月
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に

も
義
兄
平
松
時
量
と
何
度
も
書
簡
の
往
復
が
あ
る
様
子
か
ら
、
あ
る
い
は
、

陽
和
院
は
こ
の
婚
姻
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
久
保
貴
子

氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
島
津
綱
貴
の
女
と
近
衛
基
煕
の
嫡
孫
家
久
の
縁
組
み

に
つ
い
て
、
島
津
家
で
は
以
前
か
ら
こ
の
縁
組
み
を
度
々
希
望
す
る
一
方
で
、

近
衛
家
で
は
、「
後
水
尾
院
御
遺
誡
」
に
従
い
、
武
家
と
の
婚
姻
を
行
わ
な
い

方
針
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
縁
組
み
に
つ
い
て
好
ま
し
く
思
っ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
反
す
る
心
情
に
つ
い
て
は
、
近
衛
家
に

近
し
い
平
松
家
、
島
津
家
両
家
の
内
情
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
陽
和
院
で
あ

れ
ば
充
分
に
察
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
不
安
定
な
状
況
を

考
慮
し
て
、
書
状
に
は
、
誰
の
婚
姻
の
た
め
の
調
度
か
を
確
定
す
る
文
言
を

あ
え
て
避
け
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
書
状
を
読

む
と
、
公
家
出
身
の
陽
和
院
と
平
松
入
道
が
、
大
名
家
に
お
け
る
婚
礼
道
具

類
の
選
定
、
発
注
、
制
作
な
ど
に
つ
い
て
、
主
導
的
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。

　

と
い
う
の
も
、
三
代
将
軍
家
光
の
女
千
代
姫
が
尾
張
徳
川
家
へ
輿
入
れ
し

た
際
の
「
初
音
の
調
度
」（
図
8
、
徳
川
美
術
館
蔵
）
に
代
表
さ
れ
る
、
近
世

の
絢
爛
豪
華
な
大
名
の
婚
礼
調
度
の
内
容
と
形
式
は
、
本
来
は
公
家
の
婚
礼

調
度
が
武
家
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
完
成
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る）

31
（

。
そ
の
た

め
、
調
度
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
有
職
（
儀
式
典
礼
）
の
知
識
が
必
須
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
京
都
で
一
、
二
を
争
う
豪
商
で
あ
っ
た
那
波
家
の
女
で
、
同

じ
く
豪
商
の
柏
原
家
へ
嫁
い
だ
里
代
の
婚
礼
調
度
（
図
9
）
は
、
元
禄
期
に

制
作
さ
れ
、
大
名
の
婚

礼
調
度
に
匹
敵
す
る
豪

華
さ
で
有
名
で
あ
る
。

こ
の
調
度
制
作
に
あ
た

り
、
宮
仕
え
を
し
て
い

た
公
家
の
女
性
に
棚
や

香
道
具
、
硯
箱
な
ど
の

調
度
品
の
形
状
や
寸
法

な
ど
に
つ
い
て
指
南
を

仰
い
だ
と
伝
わ
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
調
度
品

は
、
日
常
使
用
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
婚
家
に

箔
付
け
し
た
り
、
財
力

を
誇
示
し
た
り
す
る
た

め
に「
飾
る
」た
め
の
調

度
で
あ
っ
た
。
江
戸
時

代
中
期
に
は
、
武
家
の

式
法
に
倣
い
、
婚
礼
の

際
に「
飾
付
」や「
披
露
」

を
す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
本
と
し
て
『
婚
礼

図 8　《初音蒔絵書棚》（徳川美術館蔵）
図 9　里代の婚礼調度
（洛東遺芳館蔵）



五
四

仕
様
罌
粟
袋
』（
寛
政
七
年
、

一
七
九
六
、
図
10
）
な
ど
の

版
本
も
登
場
し
た
。
第
四
章

で
述
べ
る
「
長
恨
歌
の
小
屏

風
」
に
お
い
て
も
、
祝
言
の

席
で
飾
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

す
る
文
言
が
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
書
状
の

本
文
の
内
容
を
検
討
し
た
結

果
、
陽
和
院
は
島
津
家
の
姫

の
婚
礼
を
念
頭
に
置
い
て
、

絵
巻
物
、『
古
今
和
歌
集
』、

『
伊
勢
物
語
』、
重
硯
を
京
都

で
誂
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
陽

和
院
は
、
王
朝
文
学
を
意
識

的
し
た
公
家
好
み
の
調
度
類

の
準
備
を
進
め
て
い
た
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

四　

陽
和
院
書
状
の
追
而
書
に
つ
い
て

　

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
陽
和
院
書
状
で
は
、
本
文
以
上
に
追
伸
部
分

で
あ
る
追
而
書
の
文
章
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
に
目
を
引
く
。
こ
こ
で
は
、

調
度
制
作
に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
を
中
心
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

追
而
書
で
は
、
本
文
に
記
さ
れ
た
も
の
以
外
で
、
二
件
の
道
具
類
に
つ
い

て
依
頼
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
歌
書
と
も
の
事
と
か
く
〳
〵
何

も
〳
〵
よ
き
や
う
ニ
た
の
ミ
上
候
」
と
、
歌
集
や
歌
論
書
の
良
い
も
の
を
選

ん
で
欲
し
い
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」
を

仕
立
て
る
よ
う
に
と
い
う
依
頼
で
あ
る
。
こ
の
依
頼
に
つ
い
て
は
多
く
の
文

言
を
費
や
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
ま
ず
前
半
と
後
半
に
分
け
て
順
に
見

て
い
き
た
い
。
前
半
部
分
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

長
こ
ん
か
の
事
、
詩
を
よ
ミ
申
さ
れ
候
ま
ゝ
、
そ
の
た
め
ニ
申
つ
け
候
、

む
よ
う
と
思
し
め
し
候
ハ
ゝ
御
お
き
あ
そ
ハ
し
給
へ
く
候
、
小
ひ
や
う

ふ
に
申
つ
け
候
、
も
し
長
こ
ん
か
ハ
む
よ
う
と
仰
付
ら
れ
候
ハ
ゝ
、
ひ

や
う
ふ
を
や
め
申
侯
へ
く
候
、

こ
の
屏
風
の
依
頼
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
文
言
を
費
や
し
て
い
る
が
、
ま
ず

前
半
部
分
を
要
約
す
る
と
、「
長
恨
歌
」
の
詩
を
読
ん
で
、
小
屏
風
を
仕
立
て

た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
、
た
だ
し
平
松
入
道
の
判
断
で
無
用
だ
と
思
わ
れ

た
ら
注
文
を
取
り
や
め
て
も
や
む
を
得
な
い
と
思
っ
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て

図10　『婚礼仕様罌粟袋』（京都府立資料館蔵）



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

五
五

い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
小
屏
風
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
法
量

は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、『
国
史
大
辞
典
』
の
「
屏
風
」
に
は
「
高
さ
三
尺
屏

風
を
小
屏
風
」
と
い
い
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
高
さ
四
尺
ほ

ど
の
小
屏
風
」
と
あ
り
、「
小
屏
風
」
と
は
概
ね
高
さ
三
尺
か
ら
四
尺
の
屏
風

を
指
す
よ
う
で
あ
る）

3（
（

。

　

四
尺
屏
風
と
い
え
ば
、『
権
記
』
第
一
の
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
月
卅
日

条
に
、「
書
倭
繪
四
尺
屏
風
色
帋
形
、［
故
常
則
繪
、
哥
者
當
時
左
丞
相
以
下

讀
之
］」
と
あ
り
、
藤
原
彰
子
の
入
内
の
際
に
、
婚
礼
調
度
と
し
て
や
ま
と
絵

の
四
尺
屏
風
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
種
の
小
ぶ
り
の

屏
風
は
、
女
性
の
祝
言
調
度
と
し
て
、
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
を
踏
襲
し
た

大
き
さ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る）

31
（

。

　

こ
の
「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
陽
和
院
が
、

義
兄
に
よ
っ
て
不
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
り
、
注
文
を
取
り
や
め
ら
れ
た

り
し
て
も
、
や
む
を
得
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
よ
う
な
逡
巡
は
、
当
時
、
長
恨
歌
図
屏
風
が
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋

と
離
別
を
題
材
と
す
る
点
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
婚
礼
調
度
と
し
て
は
一
般

に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
た
し
か
に
、
貞
操
堅
固
の
象
徴
で
あ
る
貝
桶
の
合
わ
せ
貝
に
は
、

玄
宗
・
楊
貴
妃
を
描
い
た
図
様
は
見
受
け
ら
な
い
。
比
翼
連
理
を
詠
い
な
が

ら
、
逃
避
行
の
果
て
に
非
業
の
死
を
遂
げ
る
楊
貴
妃
の
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
は
、

娘
を
嫁
が
せ
る
側
に
と
っ
て
は
、
最
も
忌
避
さ
れ
る
べ
き
主
題
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
玄
宗
と
楊
貴
妃
と
い
う
画
題
が
、
楊
貴
妃
の
人
生
と
鑑
賞
者

の
人
生
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
忌
避
さ
れ
る
例
は
、
古
く
は
『
源

氏
物
語
』「
絵
合
」
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
冷
泉

帝
の
御
前
で
開
催
さ
れ
る
絵
合
の
た
め
、
源
氏
が
梅
壺
の
女
御
の
た
め
に
絵

を
用
意
す
る
場
面
で
、「
長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、
お
も
し
ろ

く
あ
は
れ
な
れ
ど
、
事
の
忌
み
あ
る
は
こ
た
み
は
奉
ら
じ
と
選
り
と
ど
め
た

ま
ふ
。」
と
、
源
氏
は
、
楊
貴
妃
や
王
昭
君
の
物
語
は
、
心
打
た
れ
る
け
れ

ど
、
い
ず
れ
も
帝
と
悲
し
く
離
別
す
る
不
吉
な
内
容
な
の
で
、
入
内
し
た
ば

か
り
の
女
御
の
め
で
た
か
る
べ
き
将
来
を
考
え
て
、
憚
ら
れ
た
た
め
に
、
出

品
を
見
合
わ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

33
（

。

　

も
っ
と
も
、
陽
和
院
自
身
の
気
持
ち
は
極
め
て
複
雑
で
、「
長
恨
歌
の
小
屏

風
」
を
制
作
す
る
こ
と
に
執
念
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
再
び
追
而
書
の

後
半
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

こ
れ
ハ
火
事
ま
へ
わ
た
く
し
か
ニ
御
さ
候
つ
る
、
中
〳
〵
よ
き
な
く
さ

ミ
に
て
御
さ
候
つ
る
ま
ゝ
、
し
う
け
ん
の
座
ヘ
ハ
出
候
ま
し
く
候
、
も

し
う
か
か
い
候
ハ
ゝ
ひ
や
う
ふ
ハ
そ
の
座
へ
出
候
ハ
ね
は
す
ミ
候
ま
し
、

そ
の
ま
ゝ
申
付
候
や
う
ニ
と
仰
分
ら
れ
く
た
さ
れ
候
事
候
、
し
う
け
ん

の
時
分
の
事
、
此
中
申
進
上
申
候
か
と
そ
ん
し
侯
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
落
飾
し
仏
門
に
入
っ
た
身
な
の
で
、
祝
言
の
席
に
は
出
席



五
六

で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
前
置
き
し
な
が
ら
、
陽
和
院
は
、
前
言
を

飜
し
て
、
祝
言
の
た
め
の
贈
答
品
と
し
て
「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」
を
贈
り
、

自
分
が
招
か
れ
た
道
具
披
露
の
席
で
飾
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
望
ん
で
い
る
よ

う
に
読
め
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
陽
和
院
は
、
も
し
飾
ら
れ
な
け
れ
ば
、
納

得
が
い
か
な
い
の
で
、
や
は
り
道
理
を
曲
げ
て
で
も
、
長
恨
歌
の
屏
風
を
注

文
し
て
欲
し
い
と
強
く
依
頼
し
て
お
り
、
長
恨
歌
は
祝
言
調
度
に
相
応
し
い

も
の
で
あ
る
と
さ
え
考
え
て
い
た
節
が
あ
る
。
で
は
、
陽
和
院
は
い
っ
た
い

何
故
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
祝
言
の
席
に
お
い
て
「
長
恨
歌
」
と
い
う
主
題
に

固
執
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
図
様
の
屏
風
が
制
作
さ
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
陽
和
院
が
和
歌
に
秀
で
て
い
た
、
王
朝
文
学

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
手
掛
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
島
津

文
書
の
「
法
皇
御
點
二
十
首
和
歌
」
に
は
、
陽
和
院
の
和
歌
詠
草
に
後
水
尾

院
の
合
点
と
添
削
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
陽
和
院
は
当
時
最
高
の
文
化

人
で
あ
っ
た
後
水
尾
院
直
々
に
添
削
を
受
け
ら
れ
る
程
の
関
係
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る）

31
（

。
こ
の
こ
と
は
、
陽
和
院
の
教
養
の
秀
逸
さ
を
示
す
例
と
し

て
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
ほ
か
、
京
都
大
学
付
属
図
書
館
の
平
松
文
庫
に

は
、
陽
和
院
が
和
歌
の
添
削
を
求
め
た
『
陽
和
院
詠
草
』（
図
11
）
が
残
っ
て

お
り
、
和
歌
の
み
な
ら
ず
流
麗
な
水
茎
の
跡
も
見
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

和
歌
に
秀
で
て
い
た
陽
和
院
で
あ
れ
ば
、
平
安
歌
人
の
伊
勢
が
行
っ
た
よ
う

に
、
楊
貴
妃
や
玄
宗
の
気
持
ち
に
な
っ
て
和
歌
を
詠
み
、
そ
こ
に
詠
わ
れ
た

情
景
を
絵
画
化
さ
せ
る
と
い
う
、
古
代
の
「
亭
子
院
の
長
恨
歌
屏
風
」
の
リ

バ
イ
バ
ル
の
よ
う
な
、
和
歌
と
絵
画

が
融
合
し
た
作
品
を
作
る
こ
と
は
充

分
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

31
（

。

　

そ
れ
で
は
、
近
世
と
い
う
時
代
を

視
野
に
入
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
は
、
手
掛
か
り
に
な
る
屏
風

が
皆
無
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。『
国

華
』
一
〇
五
二
号
に
紹
介
さ
れ
た

《
長
恨
歌
図
屏
風
》（
紙
本
金
地
著
色
、

六
曲
一
双
、
図
12
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
国
華
本
と
呼
ぶ
べ
き
作
例
は
、

六
曲
一
双
の
四
尺
屏
風
で
、
素
朴
な

や
ま
と
絵
的
な
描
写
が
見
ら
れ
、
為

政
者
の
権
威
を
誇
示
す
る
た
め
に
狩

野
光
信
に
描
か
せ
た
と
思
わ
れ
る
フ

リ
ア
本
（
図
（
）
と
比
べ
る
と
、
制

作
の
目
的
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
国
華

本
が
、
富
裕
な
町
人
の
祝
言
を
言
祝

ぐ
物
語
図
屏
風
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る）

31
（

。
そ

の
根
拠
と
し
て
、
国
華
本
が
、
小
ぶ
り
の
屏
風
で
あ
る
こ
と
、
高
価
な
金
箔

の
代
わ
り
に
安
価
な
金
泥
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
テ
ク
ス
ト
の
源
泉
が
、
通

図11　『陽和院詠草』部分（京都大学附属図書館蔵）



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

五
七

俗
的
な
読
み
物
と
化
し
て
い
た
絵
入
り
版
本
の
『
長
恨
歌
抄
（
別
名
や
う
き

ひ
物
語
）』（
万
治
・
寛
文
、
一
六
五
八
～
一
六
七
二
頃
刊
行
）
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
図
様
の
源
泉
が
仮
名
草
子
『
是
楽
物
語
』
の
挿
絵
（
戦
闘
場
面
）
や

奈
良
絵
本
『
長
恨
歌
』（
玄
宗
が
月
に
昇
る
場
面
）
と
い
っ
た
町
人
に
親
し
ま

れ
た
世
俗
的
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

く
、
画
中
に
子
孫
繁
栄
を
意
味
す
る
瓜
、
変
わ
ら
ぬ
男
女
の
愛
情
を
象
徴
す

る
比
翼
の
鳥
・
連
理
の
枝
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
番
の
鳥
や
樹
木
、
女
人
往

生
を
主
張
す
る
白
象
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
華
本
は
、
富
裕
な
町

人
の
ハ
レ
の
空
間
を
彩
る
屏
風
と
し
て
、
女
性
の
人
生
を
言
祝
ぎ
、
そ
の
幸

せ
を
祈
る
調
度
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

陽
和
院
が
「
長
恨
歌
図
」
に
固
執
し
た
の
は
、
こ
の
伝
統
的
な
主
題
が
、

女
性
の
人
生
を
言
祝
ぐ
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
新
た
な
解
釈
を
施
さ
れ
つ

つ
あ
っ
た
時
代
の
動
向
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る

だ
ろ
う
。
時
代
の
動
向
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、
近
世
初
期
に
出
版
さ
れ
、

国
華
本
の
テ
ク
ス
ト
や
図
様
の
源
泉
と
な
っ
た
「
長
恨
歌
」
の
絵
入
り
平
仮

名
抄
の
諸
本
を
見
る
と
、「
遂
令
天
下
父
母
心
、
不
重
生
男
重
生
女
（
遂
に
天

下
の
父
母
の
心
を
し
て
、
男
を
産
め
る
こ
と
を
重
く
せ
ず
し
て
女
を
産
め
る

こ
と
を
重
く
せ
し
む
）」
と
い
う
詩
句
の
注
釈
に
お
い
て
、
女
子
を
、
楊
貴
妃

に
あ
や
か
っ
て
富
貴
を
家
内
に
導
く
縁
起
の
よ
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る

点
で
共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
に
出

版
さ
れ
た
絵
入
り
平
仮
名
抄
の
『
長
恨
歌
新
鈔
』
で
は
、
前
述
の
注
釈
に
続

け
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
、
後
村
上
天
皇
の
母
と
な
っ
た
藤
原
廉

図12　《長恨歌図屏風》（国華本、上右隻、下左隻、個人蔵）



五
八

子
の
逸
話
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
宮
廷
故
事
を

具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
婚
姻
に
よ
る
一
門
の
栄
達
と
娘
の

幸
福
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
、
世
の
父
母
に
と
っ
て
は
、
女
子
を

授
か
る
こ
と
が
よ
り
現
実
味
を
帯
び
た
願
い
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る）

31
（

。
こ
の

『
長
恨
歌
新
鈔
』
は
、
大
坂
と
江
戸
で
刊
行
さ
れ
、
町
人
階
層
に
も
広
く
流
通

し
て
い
た
が
、
こ
の
流
通
の
背
景
に
は
、
元
禄
期
の
町
人
な
ど
の
新
た
な
読

者
に
、
婚
姻
に
よ
っ
て
栄
達
を
極
め
る
女
性
の
幸
福
観
が
支
持
さ
れ
、
共
感

さ
れ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い）

31
（

。
と
い
う
の
も
、『
長
恨
歌
新
鈔
』
に
記
さ
れ

た
藤
原
廉
子
の
逸
話
に
倣
う
か
の
よ
う
に
、
婚
姻
に
よ
る
栄
達
を
最
大
級
に

具
現
化
し
た
、
い
わ
ゆ
る
玉
の
輿
に
乗
っ
た
人
物
が
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
母
桂
昌
院
で
、
陽
和
院
書
状
が
認
め
ら
れ
た
翌
年

の
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
に
従
一
位
を
授
け
ら
れ
、
女
性
の
最
高
位
に

ま
で
上
り
つ
め
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
成
功
例
が
、
楊
貴
妃

を
悲
劇
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
富
貴
・
幸
福
を
も
た
ら
す
シ
ン
ボ
ル
へ
と
変
容

さ
せ
る
一
助
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
徳
川
政

権
が
安
定
し
太
平
の
時
代
に
入
り
、
女
性
が
戦
乱
や
政
争
の
犠
牲
と
な
る
こ

と
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
時
代
背
景
が
、
楊
貴
妃
の
悲
劇
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

希
薄
に
す
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
女
性
の
幸
福
の
ア
イ
コ
ン
と
な
っ
た
注
釈
書
の
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

前
述
し
た
国
華
本
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
変

容
が
屏
風
制
作
に
お
い
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
陽
和
院
は
巷
間
で
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
楊
貴
妃
が
幸
福
な
婚

姻
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
陽
和
院
自

身
は
、
通
俗
的
な
絵
入
り
版
本
な
ど
を
読
む
機
会
は
な
い
よ
う
に
思
う
が
、

そ
の
内
容
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
は
言
い
切
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
薩
摩
藩

の
白
金
屋
敷
で
暮
ら
し
て
い
た
陽
和
院
は
、
多
く
の
御
殿
女
中
に
傅
か
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
、
草
双
紙
の
最
大
の
購
買
者
で
あ
っ
た
御
殿
女
中
た
ち
に
よ

っ
て
、
陽
和
院
は
『
長
恨
歌
新
鈔
』
な
ど
の
絵
入
り
注
釈
書
の
内
容
を
見
聞

き
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
か
ら
で
あ
る）

31
（

。
御
殿
女
中
は
、
大
名
の

奥
御
殿
で
夫
人
や
姫
君
ら
に
仕
え
て
い
た
が
、
そ
の
出
自
は
下
級
武
士
、
富

裕
な
商
家
や
農
家
（
庄
屋
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
子
女
で
構
成
さ
れ
、

奉
公
の
目
的
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
が
、
町
人
の
娘
に
つ
い
て
言
え
ば
、

結
婚
前
の
一
時
期
に
御
殿
女
中
と
し
て
、
教
養
、
礼
儀
作
法
、
歌
舞
音
曲
な

ど
の
高
等
教
育
を
修
得
し
、
そ
の
後
良
縁
を
得
て
子
ど
も
を
も
う
け
る
こ
と

が
女
性
の
幸
せ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う）

11
（

。
も
ち
ろ
ん
御
殿
女
中
と
陽

和
院
で
は
立
場
が
異
な
る
が
、
婚
姻
に
よ
っ
て
幸
福
な
人
生
を
願
う
気
持
ち

は
同
じ
で
あ
り
、
陽
和
院
が
「
長
恨
歌
図
屏
風
」
を
祝
言
調
度
と
し
て
制
作

し
よ
う
と
し
た
理
由
は
、
同
時
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
楊
貴
妃
イ
メ
ー
ジ

の
変
容
に
加
え
て
、
陽
和
院
が
亀
姫
の
幸
福
を
強
く
希
求
し
て
い
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
武
家
と
公
家
、
江
戸
と
京
都
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く

異
な
る
身
分
、
環
境
に
嫁
ぐ
こ
と
の
戸
惑
い
や
苦
労
は
、
同
様
の
経
験
を
し

た
陽
和
院
自
身
が
、
誰
よ
り
も
身
に
沁
み
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

公
家
に
嫁
ぐ
姫
の
人
生
を
言
祝
ぎ
、
幸
福
を
祈
る
た
め
に
、
嫁
入
り
前
の
女

性
に
幸
運
を
も
た
ら
す
ア
イ
コ
ン
と
な
っ
た
楊
貴
妃
を
、
祝
言
調
度
の
屏
風



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

五
九

の
主
題
に
採
用
し
よ
う
と
企
図
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
陽
和
院
の
求
め
た
屏
風
が
、
即
座
に
国
華
本
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、国
華
本
の
素
朴
す
ぎ
る
描
写
は
、公
家

に
愛
好
さ
れ
た
土
佐
派
や
住
吉
派
に
よ
る
緻
密
で
洗
練
さ
れ
た
や
ま
と
絵
の
表

現
と
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
に
も
役
不
足
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
陽
和
院
は
、『
古
今
和
歌
集
』、『
伊
勢
物
語
』、
歌
論
書
、

重
硯
な
ど
と
と
も
に
「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」
の
制
作
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
ら

の
道
具
類
の
選
択
や
審
美
眼
に
は
、
宮
廷
の
文
化
サ
ロ
ン
で
美
意
識
を
磨
い

た
公
家
た
ち
が
全
面
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陽
和
院
の
注
文
し
た

婚
礼
調
度
は
、
寛
永
期
に
花
開
い
た
王
朝
文
化
を
継
承
し
た
公
家
好
み
の
道

具
立
て
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
婚
礼
調
度
は
、
元

禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
、
島
津
綱
貴
の
子
女
で
あ
る
亀
姫
が
、
公
家
で

あ
る
近
衛
家
久
へ
嫁
ぐ
際
に
持
参
す
べ
き
婚
礼
調
度
類
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」
に
つ
い
て
は
、
主
題
と
屏
風
の
大
き
さ
の
み
が
伝
わ

り
、
そ
の
図
様
と
様
式
に
つ
い
て
は
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
、
陽
和
院
の
希
望
ど
お
り
に
事
が
運
べ
ば
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）

に
公
家
の
祝
言
調
度
と
し
て
、
長
恨
歌
の
四
尺
屏
風
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
恨
歌
図
屏
風
が
、
元
禄
期
に
な

っ
て
、
従
来
の
為
政
者
の
公
的
空
間
を
飾
る
屏
風
と
し
て
で
は
な
く
、
祝
言

調
度
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
語
図
屏
風
と
し
て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
示
し
た
陽
和
院
書
状
は
、
近
世
の
長
恨
歌
図
屏
風
の
変
容
の
証
左
と
し

て
、
極
め
て
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
池
上
英
子
氏
は
、
朝
廷
の
文
化
が
武
家
の
文
化
力
を
育
ん
だ
こ

と
に
つ
い
て
次
の
様
に
指
摘
し
て
い
る）

1（
（

。
一
六
一
五
年
「
公
家
諸
法
度
」
に

よ
っ
て
、
朝
廷
が
伝
統
的
な
儀
礼
や
儀
式
に
関
す
る
知
識
に
専
念
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
徳
川
的
な
美
の
涵
養
に
と
っ
て
、
深
甚
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に

な
っ
た
と
言
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
将
軍
や

大
名
家
が
京
都
の
公
家
の
姫
を
室
に
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
廷
で
培
わ

れ
た
文
化
力
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
、
武
家
の
文
化
資
本
と
権
威
の
向
上
に

役
立
つ
と
思
わ
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
徳
川
社
会
で
美
的
洗
練
を
め
ざ

そ
う
と
し
た
人
な
ら
、
朝
廷
の
美
学
、
詩
歌
、
儀
礼
、
礼
儀
作
法
こ
そ
高
級

文
化
の
究
極
の
基
準
だ
と
認
め
て
い
た
た
め
、
民
衆
の
心
の
な
か
で
天
皇
が

そ
の
象
徴
的
権
威
を
完
全
に
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
池
上
氏
の
論
を
念
頭
に
お
い
て
、
陽
和
院
書
状
、
国
華
本
の
二
つ
の

「
長
恨
歌
図
屏
風
」
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世

紀
初
頭
に
か
け
て
、
洗
練
さ
れ
た
公
家
文
化
が
、
一
方
で
婚
姻
に
よ
っ
て
武

家
に
流
入
す
る
こ
と
で
、
陽
和
院
の
「
長
恨
歌
の
小
屏
風
」
を
生
み
だ
し
、

も
う
一
方
で
趣
味
と
し
て
の
詩
歌
・
芸
能
の
享
受
を
通
じ
て
町
人
に
浸
潤
し

て
い
く
過
程
で
、
国
華
本
が
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
公
家
文
化
を
揺
籃
と
し
て
武
家
、
町
人
双
方
に
文
化
的

な
画
期
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
十
七
世
紀
後
半
の
ま
さ
に
元
禄
期
で
あ
っ
た



六
〇

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

注（
（
）�
現
存
す
る
最
古
の
『
白
氏
文
集
』
は
、
恵
萼
請
来
本
を
唯
寂
房
寂
有
が
寛
喜
三

年
、
貞
永
二
年
に
書
写
し
、
金
沢
文
庫
に
旧
蔵
さ
れ
た
が
、
現
在
は
大
東
急
記
念

文
庫
所
蔵
の
十
九
巻
附
二
巻
が
知
ら
れ
る
。

（
1
）�

フ
リ
ア
美
術
館
本
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
廣
之
「
近
世
初
期
の
お
け
る
『
長
恨
歌

絵
』
―
フ
リ
ア
美
術
館
本
《
明
皇
・
楊
貴
妃
図
屏
風
》
を
中
心
に
し
て
―
」

『
日
本
屏
風
絵
集
成　

人
物
画
―
漢
画
系
人
物
』
第
四
巻
、
講
談
社
、
一
九
八
〇

年
を
参
照
し
た
。

（
3
）�

大
西
廣
、
太
田
昌
子
『
安
土
城
の
中
の
天
下　

襖
絵
を
詠
む
』（
朝
日
百
科
『
日

本
の
歴
史
』「
歴
史
を
読
み
直
す
」
一
六
）
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
、
六
二

－

七
二
頁
。

（
1
）�

吉
田
友
之
「
長
恨
歌
襖
絵
の
一
遺
作
〈
明
皇
接
舞
図
〉
に
よ
せ
て
」『
日
本
美
術

工
芸
』
四
八
九
号
、
日
本
美
術
工
芸
社
、
一
九
七
九
年
。

（
1
）�

仲
町
啓
子
「
日
本
に
お
け
る
〈
唐
美
人
〉
の
絵
画
化
と
そ
の
意
味
」
仲
町
啓
子

編
『
仕
女
図
か
ら
唐
美
人
図
へ
』（
実
践
女
子
学
園
学
術
・
教
育
研
究
叢
書
一
七
）

実
践
女
子
大
学
、
二
〇
〇
九
年
、
二
九

－

三
〇
頁
。

（
1
）�

今
泉
忠
義
校
注
『
新
装
版
源
氏
物
語　

全
現
代
語
訳
』
巻
一
、
講
談
社
、
二
〇

〇
〇
年
、
四
六
頁
。

（
1
）�

九
条
兼
実
（
一
一
四
九
～
一
二
〇
七
）
の
日
記
『
玉
葉
』
建
久
二
年
（
一
一
九

一
）
十
一
月
五
日
条
に
は
、
信
西
入
道
が
絵
巻
「
玄
宗
皇
帝
絵
」
の
制
作
目
的
を

記
し
た
自
筆
書
付
を
転
写
し
て
い
る
。

（
1
）�

松
岡
久
人
編
『
広
島
大
学
所
蔵
猪
熊
文
書
（
一
）』
福
武
書
店
、
一
九
八
二
年
、

一
八
〇

－

一
八
三
頁
。

（
1
）�

同
前
、
五
三
頁
。

（
（1
）�

竹
内
加
奈
「
近
衛
基
煕
書
状
に
つ
い
て
」『
同
志
社
大
学
歴
史
資
料
館
館
報
』
第

一
六
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
二
頁
。

（
（（
）�

小
林
輝
久
彦
「
吉
良
義
央
の
事
件
後
評
―
陽
和
院
書
状
の
分
析
を
中
心
と
し

て
」『
大
倉
山
論
集
』
第
五
一
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一
三
頁
。

（
（1
）�

松
岡
久
人
編
『
広
島
大
学
所
蔵
猪
熊
文
書
（
二
）』（
福
武
書
店
、
一
九
八
二
年
）

の
特
殊
文
書
十
九
に
は
、「
近
衛
家
日
記
」
が
お
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
記

は
、
近
衛
家
侍
臣
が
認
め
た
も
の
で
、
寛
文
二
年
の
ほ
ぼ
一
年
間
の
近
衛
家
を
中

心
と
し
た
公
家
社
会
の
状
況
や
、
朝
幕
の
交
流
な
ど
を
克
明
に
記
し
て
い
る
（
解

説
二
三
頁
）。
二
月
十
六
日
条
は
七
八
頁
参
照
。

（
（3
）�

同
前
、
八
一－

八
二
頁
。

（
（1
）�

小
林
輝
久
彦
「
吉
良
義
央
の
事
件
後
評
―
陽
和
院
書
状
の
分
析
を
中
心
と
し

て
」（
前
出
）
二
一
五
頁
。

（
（1
）�

同
前
、
二
一
一
頁
。

（
（1
）�

鹿
児
島
県
史
料
刊
行
委
員
会
編
「
御
家
譜
」『
諸
家
大
概
』（
鹿
児
島
県
史
料
集

六
）、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
、
一
九
六
六
年
参
照
。

（
（1
）�

『
徳
川
実
紀
』（
国
史
大
系
第
四
五
巻
）、「
有
徳
院
殿
御
実
紀
」
巻
十
九
参
照
。

（
（1
）�

北
條
秀
雄
『
徳
川
竹
姫
の
婚
礼
と
嫁
入
本　

徳
川
竹
姫
の
婚
礼
調
度
献
上
目
録
』

（
東
海
学
園
国
文
叢
書
二
）、
東
海
学
園
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
七

一
年
参
照
。

（
（1
）�

同
前
、「
徳
川
竹
姫
の
婚
礼
調
度
献
上
目
録
」（
円
徳
寺
本
）
参
照
。

（
11
）�

北
條
秀
雄
「
徳
川
竹
姫
の
婚
礼
と
嫁
入
本
」（
前
出
）
八

－

九
頁
。

（
1（
）�

奈
良
女
子
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
『
伊
勢
物
語
御
抄
』
解
説
参
照
。http://

w
w
w
.lib.nara-w

u.ac.jp/nw
ugdb/k113/

（
二
〇
一
八
年
六
月
三
〇
日
ア
ク
セ

ス
）

（
11
）�

古
今
伝
授
に
つ
い
て
は
、
横
井
金
男
『
古
今
伝
授
の
史
的
研
究
』
臨
川
書
店
、

一
九
八
〇
年
を
参
照
し
た
。

（
13
）�

大
津
有
一
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研
究
』
八
木
書
店
、
一
九
八
六
年
参
照
。

（
11
）�

横
井
金
男
『
古
今
伝
授
の
史
的
研
究
』（
前
出
）
参
照
。

（
11
）�
『
寛
永
行
幸
記
』
中
巻　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ンhttp://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/（111131?tocO
pened=（

（
二
〇
一
八
年
六
月
二

五
日
ア
ク
セ
ス
）

（
11
）�

鹿
児
島
県
史
料
刊
行
委
員
会
編
「
御
家
譜
」『
諸
家
大
概
』（
前
出
）
参
照
。



陽
和
院
書
状
に
み
る
「
長
恨
歌
図
屏
風
」

六
一

（
11
）�

北
條
秀
雄
「
徳
川
竹
姫
の
婚
礼
と
嫁
入
本
」（
前
出
）
八
頁
。

（
11
）�

近
衛
基
煕
「
基
煕
公
記
」
渡
邊
世
祐
校
訂
『
赤
穂
義
士
史
料
上
巻
』
雄
山
閣
、

一
九
三
一
年
。

（
11
）�
久
保
貴
子
「『
基
煕
公
記
』
に
み
え
る
公
家
と
大
名
―
公
武
関
係
研
究
の
基
礎

資
料
―
」『
論
集　

中
近
世
の
史
料
と
方
法
』
東
京
堂
出
版
、
二
四
四

－

二
四

六
頁
。

（
31
）�

谷
口
徹
「
井
伊
家
伝
来
の
大
名
美
術
二
二　

婚
礼
調
度
」『
日
本
美
術
工
芸
』
六

二
五
号
、
一
九
九
〇
年
、
五
一
頁
。

（
3（
）�

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
〇
年
。

�
�

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
七
巻
、

小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
31
）�

渡
辺
直
彦
校
訂
『
権
記
』
第
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
八
年
、
一
四

四
頁
。

（
33
）�

阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
源
氏
物
語
二
』

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
一
）
小
学
館
、
二
〇
〇
四
年
、
三
七
七
頁
。

（
31
）�

橋
口
晋
作
「『
松
操
和
歌
集
』
に
よ
る
女
性
歌
人
史
と
陽
和
院
、
興
正
院
、『
称

名
墓
志
』
所
載
女
性
作
者
、
並
び
に
垂
水
郷
女
性
作
者
の
『
松
操
和
歌
集
』
所
収

歌
」『
人
文
』
二
五
号
、
二
〇
〇
一
年
、
三

－

五
頁
。

（
31
）�

「
亭
子
院
の
長
恨
歌
屏
風
」
を
詠
ん
だ
伊
勢
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
関
根
慶
子
、

山
下
道
代
『
伊
勢
集
全
釈
』（［
私
家
集
全
釈
叢
書
（1
］
風
間
書
房
、
一
九
九
六
年
、

一
四
一－

一
四
二
頁
）
を
参
照
し
た
。
玄
宗
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
心
情
を
詠
ん

だ
「
み
か
ど
の
御
に
な
し
て
」
の
詞
書
き
の
あ
る
和
歌
五
首
と
、
楊
貴
妃
の
心
情

を
詠
ん
だ
「
き
さ
き
の
御
に
な
し
て
」
の
和
歌
五
首
の
計
十
首
の
和
歌
か
ら
成
っ

て
い
る
。

（
31
）�

国
華
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「《
長
恨
歌
図
屏
風
》（
個
人
蔵
）に
み
る
「
長
恨
歌

図
」
の
世
俗
化
に
つ
い
て
―
近
世
的
メ
デ
ィ
ア
と
の
交
渉
を
手
が
か
り
に
―
」

（『
美
術
史
』
第
一
七
一
冊
、
二
〇
一
一
年
、
四
八

－

六
六
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
31
）�

近
世
初
期
に
出
版
さ
れ
た
「
長
恨
歌
」
の
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「《
長
恨

歌
図
屏
風
》（
個
人
蔵
）
に
み
る
「
長
恨
歌
図
」
の
世
俗
化
に
つ
い
て
―
近
世
的

メ
デ
ィ
ア
と
の
交
渉
を
手
が
か
り
に
―
」（
同
前
、
五
四
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
31
）�

拙
稿
「《
長
恨
歌
図
屏
風
》（
個
人
蔵
）
に
み
る
「
長
恨
歌
図
」
の
世
俗
化
に
つ

い
て
―
近
世
的
メ
デ
ィ
ア
と
の
交
渉
を
手
が
か
り
に
―
」（
同
前
）
五
四
頁
。

（
31
）�

三
田
村
鳶
魚
『
御
殿
女
中
』
春
陽
堂
、
一
九

－

二
四
頁
）
で
は
、
絵
入
り
仮
名

小
説
で
あ
る
草
草
紙
の
主
た
る
購
買
者
で
あ
る
御
殿
女
中
が
『
偐
紫
田
舎
源
氏
』

を
購
入
し
た
状
況
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

（
11
）�

畑
尚
子
『
徳
川
政
権
下
の
大
奥
と
奥
女
中
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
八

九

－

二
九
一
頁
。

（
1（
）�

池
上
英
子
『
美
と
礼
節
の
絆　

日
本
に
お
け
る
交
際
文
化
の
政
治
的
起
源
』
Ｎ

Ｔ
Ｔ
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
六
六

－

四
六
七
頁
。

挿
図
出
典

　

図
（
は
『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
四
巻　

人
物
画
―
漢
画
系
人
物
』（
講
談
社
、
一
九
八

〇
年
）、
図
1
は
『
王
と
王
妃
の
物
語　

帝
鑑
図
大
集
合
』（
名
古
屋
城
、
二
〇
一
一
年
）、

図
1
は
（http://w

w
w
.em

useum
.jp/

）
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
八
年
八
月
十
日
、

図
1
は
（http://w

w
w
.lib.nara-w

u.ac.jp/nw
ugdb/k113/new

-htm
l/n1（/p111.

htm
l

）
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
八
年
八
月
三
十
日
、
図
1
は
『
平
戸
・
松
浦
家
名
宝

展　

は
る
か
な
る
千
年
の
歴
史
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
図
1
は
『
婚
礼
』（
徳

川
美
術
館
蔵
品
抄
1
、
徳
川
美
術
館
、
一
九
九
一
年
）、
図
1
は
『
豪
商
の
婚
礼
調
度
展

―
京
都
・
洛
東
遺
芳
館
の
み
や
び
―
』（
輪
島
漆
芸
美
術
館
、
一
九
九
三
年
）、
図

（1
は
『
婚
礼
の
い
ろ
と
か
た
ち　

近
世
工
芸
の
華
』（
京
都
府
京
都
文
化
博
物
館
、
一
九

九
七
年
）、
図
（（
は
（https://rm

da.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection/hiram
atsu/

）

最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
八
年
九
月
三
日
か
ら
複
写
し
た
。
ま
た
、
図
3
、
図
1
は
筆

者
が
作
成
し
、
図
（1
は
筆
者
が
撮
影
し
た
。

【
附
記
】

　

本
稿
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東
洋
美
術
セ
ン
タ
ー
平
成
二
十
九
年
度
研
究
助
成
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。



六
二

“The Song of Everlasting Sorrow” Screen Written in 
Yōwain Letter: An Example of Screen Creation in 1701

MURAKI Keiko

� The�Yōwain� letter� refers� to� the� letter� sent� by�Yōwain�（（（（（－（（（（）,� the�
lawful� wife� of� feudal� lord�Mitsuhisa� Shimazu,� Satsuma,�（（（（（－（（（（）� living� in�
Edo� in� the� year� （（0（,� to� court� noble� Hiramatsu� Tokikazu�（Yōwain’s� elder�
brother）� living� in� Kyoto.� This� letter� was� collected� by� Mr.� Nobuo� Inokuma,�
who�has�preserved� it�at�Hiroshima�University.
� Most� notably,� in� this� letter,� Yōwain� asked� her� elder� brother�（a� court�
noble）�in�Kyoto�to�produce�the�screen�of�“The�Song�of�Everlasting�Sorrow”�as�
one� of� the� household� articles� for� a� bride,� for�Daimyo’s� daughter� in� this� case.�
Therefore,� this� letter� is� extremely� important� as� a� historical� document� that�
depicts� the� recipient,� use,� and�production�process� of� the� screen� of� “The�Song�
of�Everlasting� Sorrow”� at� the� time,�which� has� not� been�well� known� thus� far,�
for�which�there�are�two�reasons.�First,�“The�Song�Everlasting�Sorrow,”� in�the�
early� modern� era,� was� produced� as� a� large� screen� and� a� wall� painting� to�
decorate� public� spaces� so� as� to� raise� the� authority� of� a� politician,� but� the�
folding� screen� in� this� letter� was� produced� as� furniture� for� a� private� owner.�
Second,� the� folding� screen� of� the� tragic� theme� “The� Everlasting� Sorrow”� is�
very� rare,� as� it� was� chosen� to� be� used� as� a� piece� of� furniture� to� bless� the�
marriage.
� This�paper�considers�why�the�screen�of�“The�Song�of�Everlasting�Sorrow”�
in�Yōwain� letter�was�ordered�as�an�article� of� the�bride’s�household�effects�at�
this�time�by�referring�to� furniture�ordered�at�the�same�time.
� An� analysis� of� the� letter� revealed� that� furniture� that� would� reflect� the�
dynasty�culture� loved�by�the�court�noble�（Kuge）�was�ordered.�Therefore,� it� is�
possible� that� this�was� the�piece�ordered�when�Daimyo’s�daughter,�Kamehime�
Shimazu,�married� the� court�noble,�Konoe�Kazuhisa.�Moreover,� in� the�Genroku�
period�（（（（（－（（0（）,� Yang� Guifei,� who� had� a� tragic� image� thus� far,� was�
regarded�as�a�symbol�of�happy�marriage;� therefore,� it� is� thought�that�the�pro-
duction�of�this� folding�screen�also�corresponded�to�the�trend�of�an�era�when�a�
new�interpretation�was�given.

キーワード：�長恨歌（The�song�of�everlasting�sorrow）、陽和院書状（Yōwain�
letter）、元禄期（Genroku�period�（（（（～（（0（）、婚礼調度（a�bride’s�
household�effects）


